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これまでの議論のセンター長会の受けとめ

保護者 負担を
１

２

保護者の負担を
軽くすべきである

措置入院以外に、

臨床の場で 医療
保護入院年間14万保護入院年間14万
件の現状

非任意入院の決定

３

指定医１名だけでは
人権に問題ある

不適切な入院のチ ク

４ ５

不適切な入院のチェック
現状では不十分だが、
事務局運営にも困難が
ある

長期入院者・非任意入
院者に積極支援

入院早期からアドボカある 入院早期からアドボカ
シーと地域移行支援が
ないと入院は減らない
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全国69ｾﾝﾀｰ緊急ｱﾝｹｰﾄから（速報値N=58,回収率84%）
「現行保護者制度廃止」についてQ１ 現行保護者制度廃 」

“90％が賛成。過半数が段階的対応が必要”と回答。

イ) 廃止に反対イ) 廃止に反対

である 6 10%

ハ) 廃止の方

ロ) 廃止に賛成

である 21 36%

) 廃止の方

向で、何らかの

段階的対応が

必要である。

31 54%

措置入院以外の非任意入院（N=58）
“93%が必要”と回答。

Q２

必要 回答。

ハ) 分からない

1   2%

ロ) 必要でない

3   5%

イ) 必要である

54 93%
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新たな非任意入院で決定に必要なもの（複数回答あり N=67）
指定医だけの判断では問題（同意57％＞関与33%）

Q３

指定医 け 判断 問題（同意 関与 ）

イ) 精神保健指

定医１名の医学

ニ) 現行医療保

護入院の継続で

良く 手続きの
的判断のみで良

い 2 3%

良く、手続きの

改変は不要 5 

7%

ロ) 精神保健指

定医１名の医学

的判断への同

意が必

ハ) 精神保健指

定医１名の医学

的判断への何ら

か 関与が必 意が必要 38 

57%

かの関与が必

要 22 33%

指定医の入院判断の同意者として適切な人 （複数回答 N=39）
意見が分かれ、中では市町村が最多、次いで家族、司法

Q４

意見 分 れ、中 市町村 最多、次 家族、司法

a 他機関の精神保

健指定医 4 10%
他機関の精神科

定
ｂ 他の精神保健指

定医(所属を問わ

ない) 1 2%

c 他機関の精神科

医 1 3%

ｄ 他の精神科医

o その他具体的に

規定 4 10%

(所属を問わない) 

1 3%

e 他機関に所属す

る精神保健福祉士ｍ 地域における公

ｎ 本人の指定する

代弁者 2 5%

る精神保健福祉士

2 5%

f 精神保健福祉士

(所属を問わない)

ｍ 地域における公

的な障害者支援機

関 0 0%

(所属を問わない) 

0 0%

ｇ 国選または都道ｋ 精神医療審査会

ｌ 家族 6 15%

府県委託弁護士 5 

13%

ｈ 家庭裁判所の担
都道府 担 者

ｊ 市町村担当者 11 

ｋ 精神医療審査会

0 0%

ｈ 家庭裁判所の担

当者 1 3%
i 都道府県担当者

1 3%
28%
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指定医の入院判断の関与者として適切な人
種々意見が分かれる！（N=22）

Q５

種 意見 分 れる （ ）

a 他機関の精神保

健指定医

ｂ 他の精神保健指

定医(所属を問わ
c 他機関の精神科

医 0 0%
健指定医 2 9% ない) 0 0%

医 0 0%

ｄ 他の精神科医

(所属を問わない) ｎ 本人の指定する

o その他具体的に

規定 1 5%

0 0%

e 他機関に所属す

る精神保健福祉士
ｍ 地域における

障害

ｎ 本人の指定する

代弁者 1 5%

る精神保健福祉士

1 4%

f 精神保健福祉士

(所属を問わない)ｌ 家族 5 23%

公的な障害者支援

機関 2 9%

(所属を問わない) 

3 14%

ｇ 国選または都道

府県委託弁護士 3ｋ 精神医療審査会

ｌ 家族 5 23%

府県委託弁護士 3 

14%

ｈ 家庭裁判所の

i 都道府県担当者

1 4%

ｊ 市町村担当者 2 

9%

0 0%

家庭裁判所

担当者 1 4%

いつ同意すべきか
9割以上が入院日～10日以内の「同意」。最多は72時間以内。

Q６‐同意の場合

（複数回答 N=40）

イ) 指定医の入院

決定の同時期, 9, ニ) 指定医の入院
ホ) その他の期間, 

1, 3% 決定の同時期, ,

22%

ハ) 指定医の入院

決定から1か月以

内, 3, 8%

決定から10日以

内, 5, 12%

ロ) 指定医の入院

決定時から72時間

以内, 22, 55%
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いつ関与すべきか
「関与」は、時間をかけて関わっても良いという意見も

Q７‐関与の場合

（複数回答 N=23）

イ) 指定医の入院

決定の同時期, 4, 

18%
ニ) 指定医の入院

決定から1か月以決定から1か月以

内, 6, 26%

ハ) 指定医の入

ロ) 指定医の入院

決定時から72時

間以内 9 39%

ハ) 指定医の入

院決定から10日

以内, 4, 17%

間以内, 9, 39%

非任意入院の期間制限
回答した５１センターの６割が“期間を制限すべき”

Q８

回答した５１センターの６割が 期間を制限すべき
（N=51）

イ) 現行のまま

で良い 21 41%

ロ) 期間に制限

をつけるべきで

ある 30 59%
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現在の精神医療審査会は効果的か？

Q９

書面審査中心の現状では十分な効果をあげていない
（N=58 一部未回答）

ｂ そう思わない, 15 ｃ 効果はあるが不十分である, 42

a そう思う, 14 0イ) 非任意入院で人権擁護に効果的な役割を果たす

9 32ロ) 不適切な長期入院の抑止、改善に効果的な役割を果たす

11 5 40ハ) 不適切な処遇の抑止、改善に効果的な役割を果たす

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

現在の実地指導（第38条６）は効果的か？
現状では効果があがっていない

Q１０

現状では効果があがっていない
（N=58 一部未回答）

ｂ そう思わない, 3

a そう思う, 11イ) 非任意入院で人権擁護に効果的な役割を果たす ｃ 効果はあるが不十分である, 43

9 8 40ロ) 不適切な長期入院の抑止、改善に効果的な役割を果たす

11 2 43ハ) 不適切な処遇の抑止、改善に効果的な役割を果たす

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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精神医療審査会運営の現状での困難
負担・困難が多い（委員の日程調整 審査量 指定医の記載）

Q１１

負担 困難が多い（委員の日程調整、審査量、指定医の記載）
（N=58 一部未回答）

そう思わな 近い将来負担になる

a そう思う, 42

ｂ そう思わない, 10 ｃ 近い将来負担になる, 5

が

イ) 入院届、定期病状報告の書類審査件数が負担

a そう思う, 55

a そう思う, 35

2

10 12

ハ) 委員の日程調整が困難

ロ) 退院請求や処遇改善請求の件数が負担

a そう思う, 28

a そう思う, 41

16

8

13

8

ニ) ②法律家委員の確保が困難

ニ) ①医療委員の確保が困難

a そう思う, 44

a そう思う, 27

6

15

6

14

ホ) 指定医の診断書の記載不備が多い

ニ) ③その他の学識経験者の確保が困難

a そう思う, 24

a そう思う, 36

13

12

20

10

ト) 報告書料の財務負担に困る

ヘ) 診断書の記載が形骸化している

0% 20% 40% 60% 80% 100%

精神医療審査会の新たな役割について
入院決定は第３者的審査性を損なう 退院支援機能は困難

Q１２

入院決定は第３者的審査性を損なう。退院支援機能は困難。
（N=58 一部未回答）

a そう思う, 3 ｃ どちらとも言えない, 10

ｂ そう思わない, 45イ) 入院決定に関与する役割を新たに持つべきである

8 ｂ そう思わない, 37 13ロ) 退院支援の役割を新たに持つべきである

8
ｂ そう思わない, 20

28ハ) イ、ロ以外で、新たに持つべき役割機能がある

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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今後の精神医療審査会の審査頻度と方法
“現行通り” “審査の充実（頻度 方法）”が半々（N 58）

Q１３

現行通り 、 審査の充実（頻度、方法） が半々（N=58）

イ) 審査は現行

通りでよい 27

ホ) 現行の方法

に新たな審査方

法を付加して審
通りでよい 27 

47%
査すべきである

13 22%

ニ) 新たな審査

方法でより積極

的に審査すべき的に審査す き

である 9 16%

ロ) 現行以上の

頻度に増やすべ

ハ) 現行以下の

頻度に減らすべ

きである 6 10%きである 3 5%

センター長会の認識する精神医療の審査体制の課題

精神医療審査会事務の現状と問題点

１ 入院届、病状報告の書類件数が多く、事務処理に多大な労力を要する。
また、不備、不適切な記載が多く、返納や指導の事務が多い。

２ 委員（特に、医師委員）の確保が難しい。また、退院請求への迅速な対応委員（特に、医師委員）の確保が難しい。また、退院請求 の迅速な対応
が困難。

３ 不適切入院の対応に一定程度貢献しているが、非任意入院の地域格差等
で 現状の精神医療審査会が十分には機能できていないで、現状の精神医療審査会が十分には機能できていない。

現行審査会の組織・体制での機能強化は実際上難しい

的 法的位 づ 機能 組織 態などを含 相 な機目的、法的位置づけ、機能、組織形態などを含め、相当な機
構の見直し改変がなければ、現実的には対応に困難が多い。

本人の人権擁護 家族の負担軽減のためには本人の人権擁護、家族の負担軽減のためには、
①不適切な非任意入院/処遇のチェックに制度的強化が必要（現行の書面中心の
審査以上の対応と可能な組織体制）
②入院時の人権配慮（正当な医学判断の上で司法・行政の関与をどうするか）②入院時の人権配慮（正当な医学判断の上で司法・行政の関与をどうするか）
③早期から人権擁護アドボカシーの観点での外部支援の導入
④早期から地域移行にむけ患者支援計画、院内外の支援システムの体制構築
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保護者制度廃止の方向で考慮すべき点を段階的に解決

１ ２

保護者負担の軽減→
家族は関与の拒否では
なく、負担・責任の軽減を
望む 適正医療の導入

非任意入院→医療
計画提示等で任意入
院を増やし、地域のア
ウトリ チなど支援策３望む。適正医療の導入

は家族も必要だと望む。
ウトリーチなど支援策
の充実で減らす方向
に努力を。認知症の
対応策も必要。

非任意入院の決定→
正当な医学判断 人権擁

３

正当な医学判断、人権擁
護の観点の関与、行政/

司法の参画が望ましく新
制度への議論なお必要。

長期入院 非任意入院

４
５

長期入院等のチェック
システムの強化→
書面審査は限界。直接接

長期入院、非任意入院
へ積極支援→退院請求
の病院格差もあり、院内シ
ステムだけでは対応困難

触の審査、病院に努力を
要請するシステムが必要
（実地審査と連携して、ど
ちらも強化するなど）

ステムだけでは対応困難。
入院直後からアドボカシー
や移行支援など地域から
の多面的支援を。

ちらも強化するなど）。

人権的観点で非任意入院の在り方の検討を継続しながら
①保護者制度短縮/市町村関与 ②患者支援強化 ③実地審査と連携

段階的対応の
一例として

指定医の判断，保護者の同意

①保護者制度短縮/市町村関与+②患者支援強化+③実地審査と連携

①の皆が一致しない場合は
退院請求に準じ、実地での
本人意見聴取など対応 こ

届け書式の簡素化
民―民契約を知事が承認
（従来の退院請求権行使）

４週間までの入院

同意あり

（①の手続き

➀院内：Ａ指定医の入院継治療意見書
Ｂ医療計画書（院内Dr/PSW責任者）

院外：C患者支援意見書 院外地域支援関係）

本人意見聴取など対応。こ
の数が多い場合は、実地審
査委員の活用を考える。

本人の同意

同意なし

①
で任意が増え
ること期待）

任意入院審査会の判断
入院の必要なし

入院の必要あり

入院継続（新医保入院？）
（初回入院後１２カ月まで）

継続通院処遇（新設）
⇒新アウトリーチ制度

審査会判断

②アドボケート支援員（市町村が雇いあげる
など自治体の関与を強化する。①Cの院外
地域支援関係者を指定しても良い）

支援

ｱﾄﾞﾎﾞ支援員が意思確認し、 審査会判断

（実地審査委員
も含む組織）

入院の必要あり

入院の必要なし
ｱﾄ ﾎ 支援員が意思確認し、
望むもの全例に実地審査を
行う

一定期間の入院継続
退院/通院処遇

⇒新アウトリーチ制度
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終わりに：十分な支援による在宅医療と、入院の任意
化を促す取り組みがあって改正が意味をもつ

１）非任意入院は指定医のほかに、自治体、司法など１）非任意入院は指定医のほかに、自治体、司法など
の同意が人権擁護から必要ではないか

２）指定医以外の医療チームが 治療計画・支援計画２）指定医以外の医療チームが、治療計画・支援計画
を早期提示し、入院の合意（入院任意化）を促進。

３）早期に 外部アドボカシ 支援員を院内に導入３）早期に、外部アドボカシー支援員を院内に導入

４）地域の支援関係者が入り、支援意見書を作成する

５）長期化防止/退院支援委員会など院内努力を促す

６）直接接触の審査での強化には、実地指導（実地審６）直接接触の審査での強化には、実地指導（実地審
査）などとの連携強化（認知症などで、高齢者虐待
防止委員会等の既存システムの活用の検討は？）防止委員会等の既存システムの活用の検討は？）
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